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小金井市議会 

 

                              ※条例案以外の場合、 

既存の制度を活用する。 

                          

     会派から提案のあった政策について、 

     全会派の賛同があった場合に設置する。 

     （議運協議会で設置することを報告） 

 

 

 

 

                 

                 

                   

 

 

 

 

協議に必要な資料又は情報の収集を 

          議会事務局へ依頼する。 

 

 

              

 

                       

 

 

 

 

 

      市民アンケート、パブリックコメント、市民説明会等 

      市民の意見を聴く機会を設けるよう努める。 

決議、要望等 

【
本
会
議
】 

【政策検討会】 

※全会派が参加 

※自治法第 100条第 12項

「協議等の場」 

 

【議会事務局】 

※政策検討会に関する庶務・調査 

（必要に応じ、市長部局等へ照会） 

※政策検討会は議会事務局を通じ、市長

その他の執行機関の職員の意見を聴くこ

とができる。 

 

【会派代表者会議】 

（開催要件は通常どおり、議長一任とする。） 

【市民】 

【
市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
】 

条
例
案
を
提
出 

（
全
会
一
致
） 

政策検討会による調査・検討 

 

条例案として、

提出できない

場合 


